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図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン  
 

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会  

 

第１  本ガイドラインの位置づけ  

本ガイドラインは、従前から行われていた図書館等における複写サービス
に加えて、令和３年改正法によって追加された特定図書館等における公衆送
信サービスに関する法令の解釈とその運用について定めるものです。  
令和３年改正法に対応するため、「図書館等公衆送信サービスに関する関係

者協議会」が組成され、現在まで様々な議論が積み重ねられてきました。それ
らの議論を経て同協議会における合意に基づき定められたものが本ガイドラ
インとなります。  
なお、令和３年改正法は、従前から行われていた複写サービスに関する規定

にも変更が及ぶものとなっています。このため、本ガイドラインは複写サービ
スもその対象としています。もっとも、複写サービスは多くの図書館において
永年にわたり実務慣行が積み重ねられてきたものであることを鑑み、本ガイ
ドラインは同サービスの実施について実質的な変更を行うものとはなってお
らず、「公立図書館における複写サービスガイドライン」「図書館間協力におけ
る現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」及び「写り込みに
関するガイドライン」の記載を包含するものとしています。  
また、令和３年改正法に基づく公衆送信サービスに対する補償金は、同サー

ビスを実施する特定図書館等の設置者が、文化庁長官が指定する指定管理団
体を通して権利者に支払うこととされています。そして現在、著作権者団体及
び出版者団体によって設立された一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理
協会（略称「SARLIB」、以下略称表記とする）が、その管理団体に指定されて
います。  
以上により、本ガイドラインは、著作権法（以下「法」という）第３１条第

１項から第５項に基づく、複写サービス及び公衆送信サービスの双方に適用
されるものとなります。  
なお、本ガイドラインは、図書館関係者、著作権者団体、出版社団体、有識

者らが参加する協議会での意見交換、協議の中で、現時点で引き続き検討が必
要な事項を含め共通認識が得られた部分を公表するためのものです。本ガイ
ドラインの内容については、今後も適宜検討の場を設けて必要な見直しを行
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うことにしています。  

第２  改正法の解釈と運用  

１  制度趣旨  
図書館等における複写サービス、特定図書館等における公衆送信サービ

スは、いずれもそれらの施設の利用者への資料提供の一環として実施され
る、営利を目的としない事業となります。  
著作物の複製、公衆送信は著作権者の権利であり、図書館等（以下、明示

的に除く旨の記載がない限り特定図書館等を含む）がこれらのサービスを
行うことができるのは、法第３１条第１項から５項までの規定により、図書
館等の公共的奉仕機能を根拠として、著作権者の権利が制限されているか
らです。  
この制度自体が著作物の利用と保護の調和を目指したものですが、その

具体的な運用ルールは、図書館等や指定管理団体において、持続的な制度運
用が可能なものとする必要があります。また図書館資料の大半が新聞を含
む出版物の形態をとっており、それらの商業的な流通が健全に維持される
ことが、図書館資料の一層の充実につながりますので、そのような観点から
も、図書館等、著作権者、出版者の合意に基づくルール作りが重要となりま
す。  
以下の本ガイドラインの各項目は上記の観点から構成されているもので

すので、関係者はその趣旨を十分に理解し、複写サービス及び公衆送信サー
ビスの充実と適正な運用に努めなければなりません。  

２  「図書館資料」について  
 （１）定義  

複写サービス及び公衆送信サービスにおいて、その対象となる図書館
資料とは、図書館等が選択、収集、整理、保存している資料をいいます。  

  （２）図書館間協力により提供された資料の取り扱い  
図書館間協力により提供された、他館の図書館資料の複製物を複写サ

ービスの対象として扱うことは、「図書館間協力における現物貸借で借り
受けた図書の複製に関するガイドライン」（大学図書館間においては「大
学図書館協力における資料複製に関するガイドライン」）に準拠すること
により、行うことが可能です。  
今後、公衆送信サービスも実施可能となるよう別途要件等を整理して

いきます。  
  （３）電子ジャーナル等の取り扱い  

各図書館等が契約しているオンラインの電子ジャーナル、オンライン
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のデータベースサービス等によって提供されている著作物については、
複写サービス及び公衆送信サービスの対象外です。  

（４）寄贈・寄託資料の取り扱い  
図書館等にその処分権限がある（所有権がある）寄贈資料は、「図書館

資料」に含まれるため、複写サービス及び公衆送信サービスの対象となり
ます。  
一方図書館等がその処分権限を有しない寄託資料については、寄託時

に定められた条件によることになります。  
３  サービスの主体  
（１）行為主体  

複写サービス及び公衆送信サービスの行為主体は、利用者からの依頼
を受けた図書館等となります。各図書館等は、利用者からの複写または公
衆送信の依頼に対し、法令及び本ガイドラインに基づいてその適否を判
断しサービスを実施する責務を負います。  
複写サービスの実施にあたっては、司書またはこれに相当する職員（著

作権法施行規則第 1 条の４に定めるもの）を置き（公衆送信サービスの
実施にあたっては、下記第８項の要件が付加される）、図書館等が主体的
にサービスを行う必要があります。  

（２）外部事業者への委託  
複写サービス及び公衆送信サービスの申込受付以降における事務処理

の全部または一部を、図書館等は外部事業者に委託することが可能です。
ただし、その場合は図書館等が当該外部事業者との間で監督権限等を有
することを定めた契約を締結し、法令及び本ガイドラインに準拠したサ
ービスとして実施されなければなりません。  

 （３）利用者自らの行為  
複写サービスにおいては、図書館等の館内にコイン式コピー機を設定

して、法第 31 条第 1 項の範囲内で利用者自らが複写することを認めてい
る場合があります。これは司書又はこれに相当する職員が随時管理監督
することができる場合にのみ許容されるものです。  

４  制度目的による限定  
複写サービス及び公衆送信サービスは、利用者の調査研究の用に供する

ことがその目的とされています。これは利用者の娯楽・鑑賞の用に供する目
的でこれらのサービスを行うことは許容されないということを意味します。
図書館等はサービスの実施にあたり、利用者に利用目的を記載した申請書
の提出を求めるなど利用者の利用目的が法令に則ったものであるかどうか
を確認することが求められます。  
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５  対象となる著作物の範囲  
複写及び公衆送信を行うことができるのは、公表された著作物の一部分

であることが原則です。  
 （１）「公表」の意義  

「公表された」とは、法第４条の要件を満たした場合を言います。図書
館資料の大半は出版物（新聞を含む）として発行されたものですので、そ
の掲載著作物は公表されたものとなります（法第４条第１項）。  

 （２）著作物の単位  
著作物の単位は、以下によることとし、複写及び公衆送信の利用可能範

囲は著作物１単位ごとに判断します。  
・書籍に掲載されている著作物は、書籍一冊ごとに下記の〔著作物のジャ
ンルごとの判断基準〕に従い判断する。なお、１作品が複数の書籍にま
たがって掲載されている場合は、一冊の書籍に掲載されている部分を
もって一つの著作物として扱う。  

・新聞、雑誌に掲載されている著作物は、号ごとに下記の〔著作物のジャ
ンルごとの判断基準〕に従い判断する。同一タイトルで複数の号に分け
て掲載されている場合は各号掲載分を、それぞれ一つの著作物として
扱う。  

・事典（項目の著作者が明示されている場合）については、１項目をもっ
て、一つの著作物として扱う。  

・新聞、雑誌、事典等、素材の選択や配列に創作性が認められる編集物は、
全体を一つの編集著作物として扱う。  

〔著作物のジャンルごとの判断基準〕  
・絵画や写真は１作品、１図版をもって、一つの著作物として扱う。  
・地図は１枚、１図版をもって、一つの著作物として扱う。  
・楽譜や歌詞は１作品をもって（複数楽曲によって大きな１作品が構成さ
れている場合は、各楽曲をもって）、一つの著作物として扱う。  

・俳句は 1 句、短歌は１首をもって、一つの著作物として扱う。  
・脚本については１作品をもって、一つの著作物として扱うが、連続ドラ
マ等の場合は同一タイトルであっても、各話またはサブタイトルごと
に、一つの著作物として扱う。  

・文芸作品、論文や漫画作品は１作品をもって、一つの著作物として扱う
が、読み切り（連作を含む）作品の場合は同一タイトルであっても、各
話ごとに、一つの著作物として扱う。  

（３）「一部分」の意義  
複写サービス、公衆送信サービスともに、各著作物の２分の１を超えな
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い範囲とします。  
６  全部利用が可能な著作物  
 （１）政令による指定  

複写サービス及び公衆送信サービスにおいて、利用することができる
のは著作物の一部分であることが原則ですが、著作権者の利益を不当に
害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定める著作物
については、例外として当該著作物全部の利用が許容されます。本ガイド
ラインでは政令（著作権法施行令第１条の４、第１条の５）の規定を踏ま
えて、以下（２）から（６）までに掲げた著作物を全部利用が可能な著作
物とします。（２）から（６）までのいずれか一つに該当すれば、全部利
用が可能な著作物となります。  

 （２）国等の周知目的資料  
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法

人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に
公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」
と定められています。  

 （３）発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物  
定期刊行物とは、定期又は一定期間を隔てて、通常年１回又は２回以上

刊行する逐次刊行物であって、同一の題号のもとに終期を定めず巻次又
は年月次を付して発行されるものを言います。  
発行後相当期間は以下のとおりとします。  
ア  複写サービス  

通常の販売経路において、当該定期刊行物の入手が可能な期間を
意味し、原則として次のように取り扱います。  
・日刊、週刊、月刊、隔月刊の場合  
次号が発行されるまでの期間  

・３か月以上の刊行頻度の場合（上記の刊行物で予定通りに発行され
ない場合を含む）  
当該刊行物の発行後３か月までの期間  

イ  公衆送信サービス  
発行後１年間（ただし、新聞については次号が発行されるまでの期

間）  
なお、複数の著作物が掲載されている定期刊行物において、個々の著作

物は、それぞれ全部を利用可能であるとしても、合わせて当該定期刊行物
の全部を利用することはできません。このような定期刊行物はその全体
に対して原則として編集著作物性が認められるものであり、その一部分
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を利用範囲の上限とします。  
（４）美術の著作物等  

美術の著作物、図形の著作物、写真の著作物は、一体としての視覚的効
果を有することを前提とした著作物であり、その一部分の複製、公衆送信
では意味をなさないのみならず、同一性保持権侵害の問題も生じるおそ
れがあります。このため、政令においては、利用対象となる著作物の一部
分と一体のもの（内容に着目したものではなく、同一頁に掲載されている
という外形的な状態をもって一体のものとされています）として図書館
資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製、
公衆送信されることとなるものについては、その全部を利用することが
できるものとされました。この政令の規定を踏まえ、本ガイドラインでは
美術の著作物等の利用について、以下のとおりとします。  
ア  複写サービス  

「複製物の写り込みに関するガイドライン」に従うものとします。 
イ  公衆送信サービス  

公衆送信のために複製される図書館資料の一頁につき、一点当た
りの美術の著作物又は写真の著作物が、当該頁の３分の２以上の割
合を占めて掲載されているものについては、複製時に以下の条件を
満たさなければならないものとします。  
（ア）原則として解像度を 200dpi として複製すること。  
（イ）図書館資料の劣化等の事情により、調査研究の用に供するこ

とが困難であると認められることから、200dpi を超えて複製する必
要がある場合には、300dpi 程度を上限として、目的外利用防止のた
めの措置（デジタル方式又はアナログ方式により、複製対象となる頁
上の２以上の箇所に均等に配置されるように記号等を付し、当該頁
中に掲載されている美術の著作物又は写真の著作物の上に当該記号
等が付されるようにする措置）を講じた上で複製すること。  

（５）分量の少ない著作物  
定期刊行物を除く図書館資料に掲載されている言語の著作物で、その

分量が少ないものの複製、公衆送信については、以下のとおりとします。  
 なお、今後本ガイドラインの合意事項に基づいた政令上の規定の制定
を、本関係者協議会として求めていく予定です。政令が制定された場合は、
その内容を踏まえて本ガイドラインの記載を改定することになります。  
ア  複写サービス  

「複製物の写り込みに関するガイドライン」に従うものとします。 
イ  公衆送信サービス  
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図書館資料の複製が行われる同一頁（見開き単位で複製が行われ
る場合はその見開きになっている２頁）内に、単独又は複数の著作物
の全部又は２分の１を超える部分が掲載されている場合、それぞれ
の著作物について、その２分の１を超える部分についても公衆送信
することができます。  
ただし、もっぱら分量の少ない著作物で構成されている図書館資

料（句集・歌集、事典類等が典型ですが、これらに限りません。）に
おいては、前段の扱いによる複製箇所は連続してはなりません。なお、
本項の規定にかかわらず、７（２）に該当する図書館資料は公衆送信
サービスの対象とはなりません。  

（６）漫画の著作物  
 定期刊行物を除く図書館資料に掲載されている漫画の著作物のうち、
分量の少ない著作物の複製、公衆送信については、上記（５）に準じて取
り扱うものとします。  

７  利用対象外となる図書館資料（法第３１条第２項ただし書）  
（１）法の規定  

法は、公衆送信サービスにおいて、「当該著作物の種類（著作権者、そ
の許諾を得た者、出版権者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当
該著作物の公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあ
っては送信可能化を含む。以下この条において同じ。）の実施状況を含む。
第１０４条の１０の４第４項において同じ。）及び用途並びに当該特定図
書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害するこ
ととなる場合」（法第３１条第２項ただし書）と規定しています。  
この規定は、下記の諸要素に照らして、現在存在する商用の著作物利用

市場と衝突する場合、あるいは将来における著作物の潜在的な商用利用
の可能性を阻害するおそれがある場合に、該当する図書館資料を公衆送
信サービスの対象外とすることができるとするものです。なお、この規定
は商用利用市場への影響に着目するものですので、「著作物の種類、用途」
は一般的なカテゴリーではなく、当該著作物が掲載され流通される出版
物等の資料の性質に着目して解されることになります。すなわち「著作物
の種類」とは、論文・専門書、一般書、新聞などの掲載資料の発行形態の
類型を意味します。当該著作物に係る正規市場の規模や電子配信の実施
状況も種類の要素に含まれます。また、「著作物の用途」とは、専門の研
究者用、学生用、一般用などの資料利用者の属性に着目したものを言いま
す。  
「公衆送信の態様」とは、特定図書館等から利用者に送信されるデータ
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の精度（画質など）や送信される分量などを意味します。  
  （２）対象外となる資料  

この規定を踏まえて、本ガイドラインでは、公衆送信サービスの対象外
とする資料を以下のとおりとします。  
・法第３１条第２項ただし書に該当するものとして、SARLIB から各特
定図書館等に対し除外資料として指定されたもの  

・楽譜の出版物（各特定図書館等での分類基準等による）  
・地図の出版物（同上）  
・写真集、画集（同上）  
その他、発行後相当期間経過前の定期刊行物及び各特定図書館等にお

いて公衆送信を行うことが不適当と認めた資料も対象外とします。  
８  送信データの不正拡散の防止（法第３１条第２項第２号）  

特定図書館等は、公衆送信されたデータがそれを受信した利用者により
目的外で拡散されないよう、公衆送信サービスの利用について利用者の個
人情報を登録する際、または公衆送信サービスの利用の申込みを受け付け
る際、利用者に対して、利用規約を相当な方法により説明するとともに、不
正拡散の防止等について定めた利用規約への同意を求めなければなりませ
ん。  
（１）利用規約記載事項  

利用規約において最低限定めるべき事項は以下のとおりとします。  
①注意事項・禁止事項の遵守について  
・公衆送信サービスを第三者に利用させないこと  
・公衆送信サービスで入手したデータを権利者の許諾なく著作権法
に定められた権利制限の範囲を超えて第三者に送信し、又は転載
しないこと  

・利用登録時に登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに登録し
た特定図書館等に届け出ること  

②不適切な利用が判明した場合の利用停止等の措置  
利用規約違反、その他の不適切な利用が判明した場合は、公衆送信サ
ービスの利用停止等の措置を講ずること。  

（２）送信する電子ファイルに対して講じる措置  
①全頁ヘッダー部分に利用者  ID （貸出カードの番号等）を挿入する。  
②全頁フッター部分にデータ作成館名、データ作成日を挿入する。  

ただし、今後の技術的進展等の環境変化に応じて、電磁的方法に係
る措置を追加するなど、時宜に応じて追加措置の導入を検討するも
とします。  
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９  特定図書館等の要件（法第３１条第３項）  
（１）責任者（第１号）  

責任者は、図書館等の館長または公衆送信に関する業務の適正な実施
に責任を持つ職員のうちから館長が指名する者とします。  
また、同一設置者による複数の図書館等がある場合は、責任者の兼任を

認めるものとします。  
（２）研修項目、実施方法等（第２号）  

ア  研修項目  
著作権法、本ガイドライン及び補償金制度に関する内容を研修項

目とします。  
イ  実施方法  

各特定図書館等の責任者を中心に、各特定図書館等の責任におい
て、公衆送信サービスに係る実質的な判断に携わる職員（事務職員を
含む。外部事業者に事務処理を委託している場合は、当該外部事業者
を含む）に対して、上記アの研修項目を内容とする研修を定期的に実
施することとします。なお、制度全般に関わる内容については、各特
定図書館等が共同で実施することを妨げません。その際、必要に応じ
て文化庁および SARLIB の協力を仰ぐことができるものとします。  

（３）利用者情報の適切な管理（第３号）  
特定図書館等は、利用者情報を適切に管理するため、 公衆送信サービ

スに係る内部規定を定めることとします。その際、各特定図書館等が所属
する組織における既存の個人情報取やセキュリティ管理に係る規定を準
用することができるものとします。  
なお、以下は最低限定めるべき事項とします。  
①個人情報の取得方法について（本人確認の方法）  
②取得する個人情報の内容（氏名、住所、電話、またはＥメールアド
レス）  

③取得した個人情報の管理（セキュリティ）  
④取得した個人情報の更新（利用者に更新を求める・更新の手段を提
供している等）  

（４）データの目的外利用を防止し、又は抑止するための措置の内容（第４
号）  

特定図書館等は、セキュリティ管理等を適切に行うため、公衆送信サー
ビスに係る内部規定を定めなければなりません。その際、各特定図書館等
が所属する組織・機関等における既存の個人情報取扱やセキュリティ管
理に係る規定を準用することができるものとします。  
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なお、以下は最低限定めるべき事項とします。  
①  電子データの作成に係ること（データに記載する内容等、上記第

８項（２）に規定した内容と同じ）  
②  電子データの送信に係ること（誤送信の防止に向けた対策等）  
③  電子データの破棄に係ること（保存期間等）  

（５）その他業務を適正に実施するために必要な措置（第５号）  
今後の運用状況を踏まえて定めていくこととします。  

１０  受信者（利用者）における複製（法第３１条第５項）  
公衆送信サービスにおいては、利用者が受信データをハードディスク等

に保存したりプリントアウトしたりすることが想定されますので、それら
の利用者による複製行為を一定の範囲内で許容する旨の規定です。  
複写サービスでは、このような規定はありませんが、これはすでに複製物

が利用者一人につき一部提供されている（法第３１条第１項第１号）ため、
改めて利用者における複製行為を許容する理由がないためです。  
利用者は、入手した図書館資料の複製物について、権利者からの許諾がな

い限り、法第３０条以下の権利制限の範囲を超えて複製等の利用をするこ
とはできません。例えば研究室において共同で利用するために複数コピー
を作成するということも違法となります。  

１１  著作権保護期間に関する補償金の要否判断について  
著作権保護期間の判断は、言うまでもなく法令の定めに基づいて行うこ

とが原則です。しかし、図書館資料に掲載されている著作物の保護期間判断
が必ずしも容易ではないこと、著作物性を有するものであるか否かの判断
も難しい場合があることといった法適用、法解釈の問題があるとともに、各
特定図書館窓口における送信可否判断を迅速かつ円滑に行う必要があるこ
とを踏まえると、公衆送信サービスにおける補償金支払い要否の判断は、当
該図書館資料の発行日を基準とし、編集著作物の規定（法第１２条）、無名
又は変名の著作物の保護期間（法第５２条）の規定等の趣旨に照らして行う
ことが妥当であると考えられます。  
判断基準は当該図書館資料の発行日を基準とし、以下のとおりとします。 

１９６７年以前  送信対象となる図書館資料内の主たる著作者の没年を調
査し、没年が１９６７年以前または１９６８年以降の生
存が確認できない場合であれば補償金の支払いを不要と
する。没年が１９６８年以降の場合は、没後７０年（没日
が属する年の翌年から起算して７０年を経過するまで）
を経過するまで補償金負担が生じるものとする。  

１９６８年以降  発行後７０年が経過するまで、一律補償金負担が生じる



11 
 

ものとする。発行後７０年を経過した場合であっても、主
たる著作者の没日が発行日以降であれば、当該著作者の
保護期間満了まで補償金負担が生じるものとする。  

なお、上記判断基準にかかわらず、掲載されている著作物のすべてが保護
期間を経過していること、又は著作物性がないと、各特定図書館等が判断し
た場合は、補償金の支払いは不要とします。  
また、原則として、補償金の要否にかかわらず、SARLIB に対する利用報

告は行うこととしますが、古典籍等、明らかに著作権保護期間が満了してい
る著作物については、報告対象外とすることも可能とします。  

 
以上  

 
令和５年５月３０日制定    


